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介護報酬の解釈１単位数表編（令和６年４月版） 追補その３ 
令和８年５月・社会保険研究所 

 

●追補 

標記図書につき，以下の通知により，追補します。 

 

●令和８年５月８日 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス，居宅療養管理

指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基

準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について（老高発0508第１号・老認

発0508第２号・老老発0508第１号） 

頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 

131 16行目 ※改正履歴に「／令８老高発 0508 第１老認発 0508 第２老老発 0508 第１」を加える。 

135 下から12行目 ※改正履歴に「／令８老高発 0508 第１老認発 0508 第２老老発 0508 第１」を加える。 

137 下から13行目後 ※以下の「⑤」を加え，以降の「⑤」「⑥」を「⑥」「⑦」に繰り下げる。 

 

⑤ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ，人員基準上必要とされる員数

を下回った場合（③ロ及び④の場合に限る。）であって，次のイからニまでの全てに該当する

ときは，③及び④の規定にかかわらず，１年に１回に限り，人員欠如の発生が生じた日の属

する月の翌々月までの間，通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づく減算の適用

を猶予する。 

 この場合，職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であ

ることを別紙様式 14 に記載し，人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに

都道府県知事に報告すること。なお，別紙様式 14 には，報告する時点で有効な求人票の写し

を添付すること。 

イ 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第８条に定める公共職業安定所（以下単に「公共

職業安定所」という。）又は都道府県ナースセンター，福祉人材センター等の同法第 33 条

に定める無料の職業紹介事業（以下単に「無料職業紹介事業」という。）を活用して職員の

確保に係る取組を行っていること。なお，やむを得ない事情が生じていない場合において

も，職員の求人を行う場合には，公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の

確保に係る取組を行っていることが望ましい。 

ロ 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては，医

療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を

含むこと。 

ハ 公共職業安定所，無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場

合においても，当該事業所又は施設が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等，職員の

確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。 

ニ やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職員の確保ができないことにより，

一部の職員へ過度な業務負担とならないよう，当該事業所又は施設は職員の適正な労働時

間管理を行い，体制の整備を図るよう努めること。 

265 下から４行目後 ※以下の「ホ」を加える。 

 

ホ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ，人員基準上必要とされる員数

から１割の範囲内で減少した場合であって，次の a から d までの全てに該当するときは，ニ

の規定にかかわらず，１年に１回に限り，人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月ま

での間，通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づく減算の適用を猶予する。 

 この場合，職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であ

ることを別紙様式７に記載し，人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに

都道府県知事に報告すること。なお，別紙様式７には，報告する時点で有効な求人票の写し

を添付すること。 

ａ 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第８条に定める公共職業安定所（以下単に「公共

職業安定所」という。）又は都道府県ナースセンター，福祉人材センター等の同法第 33 条

に定める無料の職業紹介事業（以下単に「無料職業紹介事業」という。）を活用して職員の

確保に係る取組を行っていること。なお，やむを得ない事情が生じていない場合において

も，職員の求人を行う場合には，公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の

確保に係る取組を行っていることが望ましい。 

ｂ 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては，医

療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を
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含むこと。 

ｃ 公共職業安定所，無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場

合においても，当該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等，職員の確保に係

る取組を積極的に行っていることが望ましい。 

ｄ やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職員の確保ができないことにより，

一部の職員へ過度な業務負担とならないよう，当該事業所は職員の適正な労働時間管理を

行い，体制の整備を図るよう努めること。 

303 下から４行目後 ※以下の「ハ」を加える。 

 

ハ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ，人員基準上必要とされる員数

から１割の範囲内で減少した場合であって，次の a から d までの全てに該当するときは，ロ

の規定にかかわらず，１年に１回に限り，人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月ま

での間，通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づく減算の適用を猶予する。 

 この場合，職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であ

ることを別紙様式７に記載し，人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに

都道府県知事に報告すること。なお，別紙様式７には，報告する時点で有効な求人票の写し

を添付すること。 

ａ 公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用して職員の確保に係る取組を行っているこ

と。なお，やむを得ない事情が生じていない場合においても，職員の求人を行う場合には，

公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の確保に係る取組を行っていること

が望ましい。 

ｂ 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては，医

療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を

含むこと。 

ｃ 公共職業安定所，無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場

合においても，当該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等，職員の確保に係

る取組を積極的に行っていることが望ましい。 

ｄ やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職員の確保ができないことにより，

一部の職員へ過度な業務負担とならないよう，当該事業所は職員の適正な労働時間管理を

行い，体制の整備を図るよう努めること。 

505 下から４行目 ④ 「会議を定期的に開催」とは，概ね月に

１回以上開催されている必要がある。ただ

し，電子的システムにより当該協力医療機

関において，当該施設の入居者の情報が随

時確認できる体制が確保されている場合に

は，定期的に年３回以上開催することで差

し支えないこととする。なお，協力医療機

関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者

がいる場合においては，より高い頻度で情

報共有等を行う会議を実施することが望ま

しい。 

④ 「会議を定期的に開催」とは，次のいず

れかに該当するものであること。なお，協

力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高

い入居者がいる場合においては，より高い

頻度で情報共有等を行う会議を実施するこ

とが望ましい。 

イ 電子的システムにより当該協力医療機

関において，当該施設の入居者の情報が

随時確認できる体制が確保されている場

合には，年１回以上開催すること。 

ロ 年３回以上開催すること。ただし，入

院の必要性が認められた当該施設の入居

者が当該協力医療機関で年２件以上入院

した場合又は往診の必要性が認められた

当該施設の入居者に当該協力医療機関が

年２件以上往診を実施した場合には，当

該協力医療機関との会議の開催を年１回

以上開催することで差し支えないことと

する。また，この場合において，入退院

又は往診に際して当該協力医療機関の職

員と，当該施設の入居者の急変時の対応

方針及び診療又は入院若しくは往診依頼

時の連絡方法等に係る適切な情報共有が

行われていること。 

543 12行目 ※改正履歴に「／令８老高発 0508 第１老認発 0508 第２老老発 0508 第１」を加える。 

546 下から25行目 ④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如につ

いては，その翌々月から人員基準欠如が解

消されるに至った月まで，利用者等の全員

について所定単位数が通所介護費等の算定

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如につ

いては，その翌々月から人員基準欠如が解

消されるに至った月まで，利用者等の全員

について所定単位数が通所介護費等の算定
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方法に規定する算定方法に従って減算され

る（ただし，翌月の末日において人員基準

を満たすに至っている場合を除く。）。小規

模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規

模多機能型居宅介護事業所における介護支

援専門員及びサテライト型小規模多機能型

居宅介護事業所並びにサテライト型看護小

規模多機能型居宅介護事業所における指定

地域密着型サービス基準第 63 条第 12 項に

規定する研修修了者並びに認知症対応型共

同生活介護事業所における計画作成担当者

が必要な研修を修了していない場合及び認

知症対応型共同生活介護事業所（サテライ

ト型認知症対応型共同生活介護事業所を除

く。）における計画作成担当者のうち，介護

支援専門員を配置していない場合について

も，同様の取扱いとする。ただし，都道府

県（指定都市を含む。以下同じ。）における

研修の開催状況を踏まえ，研修を修了した

職員の離職等により人員基準欠如となった

場合に，小規模多機能型居宅介護事業所及

び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては介護支援専門員を，認知症対応型共

同生活介護事業所にあっては計画作成担当

者を新たに配置し，かつ，市町村からの推

薦を受けて都道府県に研修の申込を行い，

当該介護支援専門員又は当該計画作成担当

者が研修を修了することが確実に見込まれ

るときは，当該研修を修了するまでの間は

減算対象としない取扱いとする。なお，当

該介護支援専門員又は当該計画作成担当者

が受講予定の研修を修了しなかった場合

は，通常の減算の算定方法に従って，人員

基準欠如が発生した翌々月から減算を行う

こととするが，当該介護支援専門員等が研

修を修了しなかった理由が，当該介護支援

専門員等の急な離職等，事業所の責に帰す

べき事由以外のやむを得ないものである場

合であって，当該離職等の翌々月までに，

研修を修了することが確実に見込まれる介

護支援専門員等を新たに配置したときは，

当該研修を修了するまでの間は減算対象と

しない取扱いとすることも差し支えない。 

方法に規定する算定方法に従って減算され

る（ただし，翌月の末日において人員基準

を満たすに至っている場合を除く。）。小規

模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規

模多機能型居宅介護事業所における介護支

援専門員及びサテライト型小規模多機能型

居宅介護事業所並びにサテライト型看護小

規模多機能型居宅介護事業所における指定

地域密着型サービス基準第 63 条第 12 項に

規定する研修修了者並びに認知症対応型共

同生活介護事業所における計画作成担当者

が必要な研修を修了していない場合及び認

知症対応型共同生活介護事業所（サテライ

ト型認知症対応型共同生活介護事業所を除

く。）における計画作成担当者のうち，介護

支援専門員を配置していない場合について

も，同様の取扱いとする。ただし，都道府

県（指定都市を含む。以下同じ。）における

研修の開催状況を踏まえ，研修を修了した

職員の離職等により人員基準欠如となった

場合に，市町村からの推薦を受けて都道府

県に研修の申込を行い，研修を修了するこ

とが確実に見込まれる職員（以下この④に

おいて「研修未修了職員」という。小規模

多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては介護支援

専門員を，認知症対応型共同生活介護事業

所にあっては計画作成担当者を指す。）を新

たに配置した場合は，当該配置の翌月から，

当該研修未修了職員が研修を修了するまで

の間は減算対象としない取扱いとする。な

お，当該研修未修了職員が研修を修了しな

かった場合は，通常の減算の算定方法に従

って，人員基準欠如が発生した翌々月（⑤

が適用されている場合は人員欠如が発生し

た月から起算して第四月目に当たる月）に

遡って減算を行うこととする。ただし，当

該研修未修了職員が研修を修了しなかった

理由が，当該研修未修了職員の急な離職等，

事業所の責に帰すべき事由以外のやむを得

ないものである場合，当該離職等の翌々月

までに，研修未修了職員を新たに配置した

ときは，当該配置を行った月から，当該研

修未修了職員が研修を修了するまでの間

は，引き続き減算対象としない取扱いとす

ることで差し支えない。 

下から４行目前 ※上記「④」の後ろに以下の「⑤」を加え，以降の「⑤」「⑥」を「⑥」「⑦」に繰り下げる。 

 

⑤ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ，人員基準上必要とされる員数

を下回った場合（③ロ及び④の場合に限る。）であって，次のイからニまでの全てに該当する

ときは，③及び④前段の規定にかかわらず，１年に１回に限り，人員欠如の発生が生じた日

の属する月の翌々月までの間，通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づく減算の

適用を猶予する。 

 この場合，職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であ

ることを別紙様式 11 に記載し，人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに

市町村長に報告すること。なお，別紙様式 11 には，報告する時点で有効な求人票の写しを添

付すること。 

イ 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第８条に定める公共職業安定所（以下単に「公共

職業安定所」という。）又は都道府県ナースセンター，福祉人材センター等の同法第 33 条
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に定める無料の職業紹介事業（以下単に「無料職業紹介事業」という。）を活用して職員の

確保に係る取組を行っていること。なお，やむを得ない事情が生じていない場合において

も，職員の求人を行う場合には，公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の

確保に係る取組を行っていることが望ましい。 

ロ 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては，医

療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を

含むこと。 

ハ 公共職業安定所，無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場

合においても，当該事業所又は施設が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等，職員の

確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。 

ニ やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職員の確保ができないことにより，

一部の職員へ過度な業務負担とならないよう，当該事業所又は施設は職員の適正な労働時

間管理を行い，体制の整備を図るよう努めること。 

598 ６行目後 ※以下の「ホ」を加える。 

 

ホ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ，人員基準上必要とされる員数

から１割の範囲内で減少した場合であって，次の a から d までの全てに該当するときは，ニ

の規定にかかわらず，１年に１回に限り，人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月ま

での間，通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づく減算の適用を猶予する。 

 この場合，職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であ

ることを別紙様式 11 に記載し，人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに

市町村長に報告すること。なお，別紙様式 11 には，報告する時点で有効な求人票の写しを添

付すること。 

ａ 公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用して職員の確保に係る取組を行っているこ

と。なお，やむを得ない事情が生じていない場合においても，職員の求人を行う場合には，

公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の確保に係る取組を行っていること

が望ましい。 

ｂ 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては，医

療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を

含むこと。 

ｃ 公共職業安定所，無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場

合においても，当該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等，職員の確保に係

る取組を積極的に行っていることが望ましい。 

ｄ やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職員の確保ができないことにより，

一部の職員へ過度な業務負担とならないよう，当該事業所は職員の適正な労働時間管理を

行い，体制の整備を図るよう努めること。 

599 ７行目後 ※以下の「ⅲ）」を加える。 

 

ⅲ） 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ，人員基準上必要とされる員数

から１割の範囲内で減少した場合であって，次の a から d までの全てに該当するときは，ⅱ

の規定にかかわらず，１年に１回に限り，人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月ま

での間，通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づく減算の適用を猶予する。 

 この場合，職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であ

ることを別紙様式 11 に記載し，人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに

市町村長に報告すること。なお，別紙様式 11 には，報告する時点で有効な求人票の写しを添

付すること。 

ａ 公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用して職員の確保に係る取組を行っているこ

と。なお，やむを得ない事情が生じていない場合においても，職員の求人を行う場合には，

公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の確保に係る取組を行っていること

が望ましい。 

ｂ 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては，医

療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を

含むこと。 

ｃ 公共職業安定所，無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場

合においても，当該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等，職員の確保に係

る取組を積極的に行っていることが望ましい。 

ｄ やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職員の確保ができないことにより，

一部の職員へ過度な業務負担とならないよう，当該事業所は職員の適正な労働時間管理を

行い，体制の整備を図るよう努めること。 



 5 / 8 

 

699 下から12行目 ④ 「会議を定期的に開催」とは，概ね月に

１回以上開催されている必要がある。ただ

し，電子的システムにより当該協力医療機

関において，当該事業所の入居者の情報が

随時確認できる体制が確保されている場合

には，定期的に年３回以上開催することで

差し支えないこととする。なお，協力医療

機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居

者がいる場合においては，より高い頻度で

情報共有等を行う会議を実施することが望

ましい。 

④ 「会議を定期的に開催」とは，次のいず

れかに該当するものであること。なお，協

力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高

い入居者がいる場合においては，より高い

頻度で情報共有等を行う会議を実施するこ

とが望ましい。 

イ 電子的システムにより当該協力医療機

関において，当該事業所の入居者の情報

が随時確認できる体制が確保されている

場合には，年１回以上開催すること。 

ロ 年３回以上開催すること。ただし，入

院の必要性が認められた当該事業所の入

居者が当該協力医療機関で年２件以上入

院した場合又は往診の必要性が認められ

た当該事業所の入居者に当該協力医療機

関が年２件以上往診を実施した場合に

は，当該協力医療機関との会議の開催を

年１回以上開催することで差し支えない

こととする。また，この場合において，

入退院又は往診に際して当該協力医療機

関の職員と，当該事業所の入居者の急変

時の対応方針及び診療又は入院若しくは

往診依頼時の連絡方法等に係る適切な情

報共有が行われていること。 

729 下から４行目 ④ 「会議を定期的に開催」とは，概ね月に

１回以上開催されている必要がある。ただ

し，電子的システムにより当該協力医療機

関において，当該事業所の入居者の情報が

随時確認できる体制が確保されている場合

には，定期的に年３回以上開催することで

差し支えないこととする。なお，協力医療

機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居

者がいる場合においては，より高い頻度で

情報共有等を行う会議を実施することが望

ましい。 

④ 「会議を定期的に開催」とは，次のいず

れかに該当するものであること。なお，協

力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高

い入居者がいる場合においては，より高い

頻度で情報共有等を行う会議を実施するこ

とが望ましい。 

イ 電子的システムにより当該協力医療機

関において，当該事業所の入居者の情報

が随時確認できる体制が確保されている

場合には，年１回以上開催すること。 

ロ 年３回以上開催すること。ただし，入

院の必要性が認められた当該事業所の入

居者が当該協力医療機関で年２件以上入

院した場合又は往診の必要性が認められ

た当該事業所の入居者に当該協力医療機

関が年２件以上往診を実施した場合に

は，当該協力医療機関との会議の開催を

年１回以上開催することで差し支えない

こととする。また，この場合において，

入退院又は往診に際して当該協力医療機

関の職員と，当該事業所の入居者の急変

時の対応方針及び診療又は入院若しくは

往診依頼時の連絡方法等に係る適切な情

報共有が行われていること。 
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775 ３行目 ④ 「会議を定期的に開催」とは，概ね月に

１回以上開催されている必要がある。ただ

し，電子的システムにより当該協力医療機

関において，当該施設の入所者の情報が随

時確認できる体制が確保されている場合に

は，定期的に年３回以上開催することで差

し支えないこととする。なお，協力医療機

関へ診療の求めを行う可能性の高い入所者

がいる場合においては，より高い頻度で情

報共有等を行う会議を実施することが望ま

しい。 

④ 「会議を定期的に開催」とは，次のいず

れかに該当するものであること。なお，協

力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高

い入所者がいる場合においては，より高い

頻度で情報共有等を行う会議を実施するこ

とが望ましい。 

イ 電子的システムにより当該協力医療機

関において，当該施設の入所者の情報が

随時確認できる体制が確保されている場

合には，年１回以上開催すること。 

ロ 年３回以上開催すること。ただし，入

院の必要性が認められた当該施設の入所

者が当該協力医療機関で年２件以上入院

した場合又は往診の必要性が認められた

当該施設の入所者に当該協力医療機関が

年２件以上往診を実施した場合には，当

該協力医療機関との会議の開催を年１回

以上開催することで差し支えないことと

する。また，この場合において，入退院

又は往診に際して当該協力医療機関の職

員と，当該施設の入所者の急変時の対応

方針及び診療又は入院若しくは往診依頼

時の連絡方法等に係る適切な情報共有が

行われていること。 

871 17行目 ※改正履歴に「／令８老高発 0508 第１老認発 0508 第２老老発 0508 第１」を加える。 

873 下から６行目後 ※以下の「⑤」を加え，以降の「⑤」「⑥」を「⑥」「⑦」に繰り下げる。 

 

⑤ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ，人員基準上必要とされる員数

を下回った場合（③ロ及び④の場合に限る。）であって，次のイからニまでの全てに該当する

ときは，③及び④の規定にかかわらず，１年に１回に限り，人員欠如の発生が生じた日の属

する月の翌々月までの間，通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づく減算の適用

を猶予する。 

 この場合，職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であ

ることを別紙様式 14 に記載し，人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに

都道府県知事に報告すること。なお，別紙様式 14 には，報告する時点で有効な求人票の写し

を添付すること。 

イ 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第８条に定める公共職業安定所（以下単に「公共

職業安定所」という。）又は都道府県ナースセンター，福祉人材センター等の同法第 33 条

に定める無料の職業紹介事業（以下単に「無料職業紹介事業」という。）を活用して職員の

確保に係る取組を行っていること。なお，やむを得ない事情が生じていない場合において

も，職員の求人を行う場合には，公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の

確保に係る取組を行っていることが望ましい。 

ロ 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては，医

療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を

含むこと。 

ハ 公共職業安定所，無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場

合においても，当該事業所又は施設が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等，職員の

確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。 

ニ やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職員の確保ができないことにより，

一部の職員へ過度な業務負担とならないよう，当該事業所又は施設は職員の適正な労働時

間管理を行い，体制の整備を図るよう努めること。 

907 12行目 ④ 「会議を定期的に開催」とは，概ね月に

１回以上開催されている必要がある。ただ

し，電子的システムにより当該協力医療機

関において，当該施設の入所者の情報が随

時確認できる体制が確保されている場合に

は，定期的に年３回以上開催することで差

し支えないこととする。なお，協力医療機

④ 「会議を定期的に開催」とは，次のいず

れかに該当するものであること。なお，協

力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高

い入所者がいる場合においては，より高い

頻度で情報共有等を行う会議を実施するこ

とが望ましい。 

イ 電子的システムにより当該協力医療機
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※上記見直しに関するQ＆Aは，「介護報酬の解釈３QA・法令編」の追補４参照。 

975 ５行目 関へ診療の求めを行う可能性の高い入所者

がいる場合においては，より高い頻度で情

報共有等を行う会議を実施することが望ま

しい。 

関において，当該施設の入所者の情報が

随時確認できる体制が確保されている場

合には，年１回以上開催すること。 

ロ 年３回以上開催すること。ただし，入

院の必要性が認められた当該施設の入所

者が当該協力医療機関で年２件以上入院

した場合又は往診の必要性が認められた

当該施設の入所者に当該協力医療機関が

年２件以上往診を実施した場合には，当

該協力医療機関との会議の開催を年１回

以上開催することで差し支えないことと

する。また，この場合において，入退院

又は往診に際して当該協力医療機関の職

員と，当該施設の入所者の急変時の対応

方針及び診療又は入院若しくは往診依頼

時の連絡方法等に係る適切な情報共有が

行われていること。 

1051 ４行目 

1107 13行目 ※改正履歴に「／令８老高発 0508 第１老認発 0508 第２老老発 0508 第１」を加える。 

1305 下から13行目 ④ 「会議を定期的に開催」とは，概ね月に

１回以上開催されている必要がある。ただ

し，電子的システムにより当該協力医療機

関において，当該事業所の入居者の情報が

随時確認できる体制が確保されている場合

には，定期的に年３回以上開催することで

差し支えないこととする。なお，協力医療

機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居

者がいる場合においては，より高い頻度で

情報共有等を行う会議を実施することが望

ましい。 

④ 「会議を定期的に開催」とは，次のいず

れかに該当するものであること。なお，協

力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高

い入居者がいる場合においては，より高い

頻度で情報共有等を行う会議を実施するこ

とが望ましい。 

イ 電子的システムにより当該協力医療機

関において，当該事業所の入居者の情報

が随時確認できる体制が確保されている

場合には，年１回以上開催すること。 

ロ 年３回以上開催すること。ただし，入

院の必要性が認められた当該事業所の入

居者が当該協力医療機関で年２件以上入

院した場合又は往診の必要性が認められ

た当該事業所の入居者に当該協力医療機

関が年２件以上往診を実施した場合に

は，当該協力医療機関との会議の開催を

年１回以上開催することで差し支えない

こととする。また，この場合において，

入退院又は往診に際して当該協力医療機

関の職員と，当該事業所の入居者の急変

時の対応方針及び診療又は入院若しくは

往診依頼時の連絡方法等に係る適切な情

報共有が行われていること。 

下から１行目後 ※以下の「⑧」を加える。 

 

⑧ 会議の開催状況については，その概要を記録しなければならない。 

単位数表編ウェブコン

テンツ 

①Web掲載分（様式一覧）

《R6.8.6掲載》 

※以下の様式「やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付

書類」〔→本追補８ページ目掲載〕を加える（様式内容は共通のため，１枚のみ掲載）。 

 

（訪問・通所系） 別紙様式７ 

（短期入所・特定施設・施設系） 別紙様式 14 

（地域密着型） 別紙様式 11 
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